
旭川市福祉保険部指導監査課
令和６年３月１９日～２２日



実務経験を満たす
２年前から受講可

基礎研修＝サービス管理責任者等研修　15時間
　　　　　＋相談支援従事者初任者研修（講義部分）11.５時間

図：厚労省作成資料を加工

受講前５年間に原
則２年の実務経験

更新期間を過ぎたら再度実践研修を受講

サビ管等基礎研修前に実務経験を満た
していないと受講不可

実践研修 更新研修
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２つ目の研修受講日から３年間
（３年度ではありません！）

基礎研修の修了時期 Ｒ１度 Ｒ２度 Ｒ３度 Ｒ４度 Ｒ５度 Ｒ６度 Ｒ７度 Ｒ８度 Ｒ９度 Ｒ１０度 Ｒ１１度 Ｒ１２度 Ｒ１３度
（サビ管等＋相談） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

H31.3.31まで 更新
更新

更新
更新

更新

H31.4.1~R2.3.31
R2.4.1~R3.3.31
R3.4.1~R4.3.31

※期限が切れる年度に実践研修を受けた場合の例。実践研修受講の翌年度からの5年間。

※ 更新研修受講には現に従事していること（管理者，相談支援専門員も可）又は受講開始日前５年間に２年以上従事していることが必要です。

この期間内に更新研修を修了
この期間内に更新研修を修了

この期間内に更新研修を修了
この期間内に更新研修を修了

この期間内に更新研修を修了

この期間内に更新研修を修了
この期間内に更新研修を修了

この期間内に更新研修を修了

実務経験2年以上→実践研修

実務経験2年以上→実践研修

実務経験2年以上→実践研修
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実務経験
(相談支援
業務または
直接支援
業務）
資格等に
応じ3~8年

サービス管理責
任者等基礎研修

１０日以内に
変更届

実践研修
受講日

実践研修
申込

OJT６月以上の見込み

●届出書には，以下の書類を添付してください。(変更届で提出済の場合は不要）
□基礎研修等の修了書（基礎・相談）　□基礎研修までの実務経験証明書
□雇用証明書（相談支援業務または直接支援業務を当該事業所で実施している内容）

届出書

届出書受付可能期間

実務経験(OJT)
うち，個別支援計画作成の業務が６月以上(少なくとも10回以上)※

２人目サビ管または
みなしサビ管として

配置

相談支援業務・直接支援業
務に従事しながら個別支援
計画の作成業務を実施

●届出書の提出はOJT開始時か
ら実践研修受講開始前まで可能
ですが，急な退職等により事業所
で６月に達しなかった場合は届出
が無効となります。また研修実施
機関により届出の確認方法が異
なることも想定されます。届出時
期は慎重にご判断ください。

※「個別支援計画作成の業務」となる要件は厚労省QA参照。

サビ管等基礎研
修受講前までに

　相談支援従事者
研修

（サビ管等向け）

サービス管理責任者等の研修（実践研修の例外）
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　実践研修の混雑に鑑み，以下のいずれにも該当する場合
は，やむを得ない事由として取り扱います。

○令和５年６月以降に現にサービス管理責任者等である者
の経過措置が終了する
○経過措置の終了までに開催される実践研修に申し込ん
だが落選したため欠如となった

やむを得ない事由による措置について

図：厚労省作成資料を加工やむを得ない事由 経過の記載 添付書類の例

病気・けが等により長
期休職

具体的な経過を記
入ください。
（いつ誰から申出が
あり，どのような対
応を経て欠如に
至った，など）

診断書等

自己都合により急遽
退職

離職票，退職届，求
人票等

その他 内容がわかる書類
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年 月 日

（宛先）旭川市長

年 月 日

- ）

開始年月日 終了年月日 計

年 月 日 ～ 年 月 日 （ 年 月 ）

↓該当する項目にチェック ・実践研修開始日の前日時点(予定も含む）まで

□ ※

基礎研修受講時点で既にサービス管理責任者または児童発達支援責任者の配置に係る実務用件を満たしている。

（備考）

1 　この様式は，実践研修の受講までに届出してください。

2

①

②

※

サービス管理責任者等実践研修の例外的な受講にかかる

個別支援計画作成業務に関する届出書

所 在 地

届出者 名 称

代 表 者 名

電 話 番 号

　　　　次の者が，サービス管理責任者等配置要件の例外適用にかかる個別支援計画の作成に関する

　　　実務経験(OJT）を満たすこととなるため，届出します。

フ リ ガ ナ

氏 名

（〒

事業所番号

名　称

サービス種別

上記の期間のうち，個別支援計画(原案）作成の回数は10回以上である。

上記の期間のうち，実際に業務に従事する（した）日数は6ヵ月以上で90日以上となる割合に該当する。

上記の期間では，サ-ビス管理責任者等（みなし含む）として配置されていた。あるいは相談又は直接支援の職種

であった。

（添付書類）雇用証明書（相談又は直接支援の職種である場合に限る。）

添付書類（提出済の場合を除く。）

・基礎研修（「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修」）の修了証(写）

・サビ管等基礎研修までに実務経験要件を満たしていることがわかる書類（実務経験証明書，資格証　等）

　以下の要件を満たしている方のみ提出して下さい。虚偽の届出等が認められた場合、無効となります。

　障害福祉サービス事業所等において，以下の個別支援計画作成に係る一連の業務に６月以上10回以上従事してい
る。（受講までに達成する。）

・利用者について面接した上でアセスメントを行い，適切な支援内容の検討を行う。(基準省令第58条第２～３項等)

・アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。(基準省令第58条第４項等)

・個別支援計画の作成に係る会議を開催し，上記原案の内容について担当者等から意見を求める。(基準省令第58条第５項等、解

釈通知第四の３(7)②ア等)　※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者

等が開催する上記会議に参画すること。

・上記原案の内容を利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。(基

準省令第58条第６項等、解釈通知第四の３(7)②イ，ウ等)

・定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者の継続的なアセスメント(モニタリング)を行い，少なくとも６月に１回以上個
別支援計画を見直しし，必要に応じて個別支援計画を変更する。(基準省令第58条第８項等、解釈通知第四の３(7)②エ等)

生年月日

現 住 所

個別支援計画(原
案)作成までの一

連の業務に従事す
る事業所(施設)

その他要件

　サービス管理責任者等基礎研修の受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件（相談支援業務
又は直接支援業務３～８年）を満たしている。

3  　記載事項について，記載内容を証明する資料を適切に保管の上，指定権者から求めがあった場合には，速やかに提出し
てください。

個別支援計画(原
案)作成までの一
連の業務を含んだ

実務経験

年 月 日

（宛先）旭川市長　様

所在地

名　称

代表者名

　また，下記の条件を満たした際には，速やかに関係書類を提出いたします。

年 月 日

↓

□

□

↓いずれかにチェック 添付書類の例

年 月 日

※1

※2

（添付様式１）

人員の配置要件に係る誓約書

障害福祉サービス サ ー ビ ス 管 理 責 任 者

障 害 児 通 所 支 援 児童 発 達 支 援 管 理 責 任 者

対象事業所名

指定事業等の種類

指定年月日

誓約の内容（いずれかにチェック）

　実務経験※1の要件を満たす次の者を，サービス管理責任者／児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任
者等」という。）として暫定的に配置しますが，当該事由の発生した日から１年の間に「サービス管理責任者等基
礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」（以下，「基礎研修」という。）を修了させます。※2

　実務経験※1の要件を満たす次の者（サービス管理責任者等が欠如する以前から事業所に配置されておりかつ基礎
研修を修了しているものに限る。）を，サービス管理責任者等として暫定的に配置しますが，当該事由の発生した
日から２年の間に「サービス管理責任者等実践研修」※2を修了させます。

サービス管理責任者等が病気・けが等により長期休職 診断書

サービス管理責任者等が病気や自己都合により急遽退職

（原則１月程度前までの申出による退職。定年退職など予期できる退

職，法人内の人事異動は該当しない。）

離職票，退職届，求

人票　等

その他事前に予期できないことが発生 内容がわかる書類

※上記の欠如に至る具体的経過を記入してください。（いつ，誰が，事業所の対応等）

サービス管理責任者等として配置していた者の氏名：

サービス管理責任者等が欠けた年月日：

サービス管理責任者等として配置する実務経験者氏名：

　上記に係る条件を満たさない場合は，指定基準を満たすよう必要な措置を講じます。

「実務経験」とは，指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成18厚労告544）

及び障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として子ども家庭庁長官が定めるもの（平成24厚労省告230）に規定する

資格等の区分により異なる３年～８年以上の期間をいう。

研修修了次第，修了証を提出すること。

申請者
（法人）

の事業に
係る

の配置要件に係る誓約をいたします。

サービス管理責任者が
欠けた理由：

※①かつ②であること

①事業所の責に帰さない事由

②直ちに配置することが困難

様式は
ホームページの
最新版を♪
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（追加資料）
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